
経
過
措
置
（
附
則
関
係
）

【
新
手
続
】

・
住
棟
単
位
の
認
定
申
請

・
認
定
申
請
者
を
管
理
者
等
と
す
る

〇
計
画
の
変
更
（
譲
受
人
の
決
定
）
の
認
定
申
請
に
つ
い
て

・
最
初
の
「
計
画
の
変
更
※
」
の
認
定
申
請
日
が
、
施
行
日
以
降
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
請
か
ら
新
し
い
手
続
き
が
適
用
さ
れ
る
。

【
新
基
準
】

・
災
害
配
慮
基
準
の
適
用

・
容
積
特
例
の
適
用

附
則
第
２
条
第
３
項
第
１
号
、
第
２
号

附
則
第
２
条
第
１
項

※
当
該
経
過
措
置
は
、
現
行
法
の
法
第
９
条
第
１
項
（
譲
受
人
の
決
定
）
に
基
づ
く
計

画
の
変
更
の
申
請
（
法
第
８
条
）
を
行
う
時
期
に
よ
っ
て
扱
い
を
分
け
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
現
行
法
の
法
第
９
条
第
１
項
（
譲
受
人
の
決
定
）
以
外
の
計
画
の
変
更
の
申

請
が
施
行
日
よ
り
前
に
行
わ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
経
過
措
置
の
対
象
と
な
る
。

旧
基
準

認
定

認
定

R
4

2月
（
施
行
日
）

認
定

新
基
準

認
定

申
請

旧
基
準

認
定

申
請

認
定

申
請

「
認
定
申
請
日
」
が
施
行
日
の
前
か
後
か
で
判
断
す
る

＜
新
基
準
の
適
用
：
共
通
＞

＜
新
手
続
の
適
用
：
共
同
住
宅
＞

「
認
定
申
請
日
」
が
施
行
日
の
前
か
後
か
で
判
断
す
る

旧
手
続
（
譲
受
人
）

変
更

認
定

旧
手
続
（
譲
受
人
）

R
4

2月

変
更

認
定

変
更
認
定

申
請

変
更
認
定

申
請

変
更

認
定

変
更
認
定

申
請

変
更

認
定

変
更
認
定

申
請

新
し
い
手
続
き
（
管
理
者
等
）

変
更

認
定

変
更
認
定

申
請

旧
手
続
（
譲
受
人
）

認
定

認
定

R
4

2月

認
定

新
手
続
（
管
理
者
等
）

認
定

申
請

旧
手
続
（
譲
受
人
）

認
定

申
請

認
定

申
請
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